
道路工事承認及び道路占用申請手順 

 

１ 芽室町管内の町道において、次の行為を行う場合はそれぞれの道路工事承認申請及び

道路占用許可申請が必要となります。 

 ①道路法２４条  道路管理者以外の者が行う工事については道路工事承認申請が必要

です。 

          例）車乗り入れによる縁石の切り下げほか 

          承認申請書の他に 位置図、実測平面図、工事概要図、現況写真が

必要です。提出部数１部 

          承認するまで概ね３日程度かかります。 

 ②道路法３２条  道路上若しくは地下に電柱、電柱に添加する物件、水道管、下水道

管、ガス管、看板、ケーブル、ロードヒーティング施設等設置する

時は道路管理者の許可が必要です。 

          許可申請書の他に位置図、実測平面図、占用物件の構造図、工事概

要図、現況写真が必要です。提出部数２部 

          許可するまで概ね１０日程度かかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２ 道路法第２４条承認申請書 記載例 

 

 

あて 



３ 道路法第３２条許可申請書 記載例 

 

例）ロードヒーティング施設設置のため、電柱設置のため、案内看板設置のため・・・・ 

経済部建設課で記入します 

設置する箇所の住所を記入してください。 

例）ｺﾝｸﾘｰﾄ管、   
電柱、看板 

例）管径Φ300       
看板 W=2.0m H=1..0m 

例）管 2 本 L=3.0m 
看板３基 

直筆であれば押印不要です 

特に記載しなくても良いです 

直営か請負のどちらかを記入

してください 

原状復旧となります 添付書類名を記載して下さい 

占用の期間については経済部建設課で記入します。工事期間については許可

の日からとなりますので行程を考慮して記入してください。     

あて 

提出する日を記入してください。 


